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平
成
十
五
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月
二
十
六
日
執
行
の
東
か
が
わ
市
の
議
会
の
解
散
投
票
に
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け
る
投
票
の
効
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関

す
る
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査
の
申
立
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に
対
す
る
裁
決
の
要
旨
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●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
五
号

平
成
十
五
年
十
一
月
四
日
付
け
で
東
か
が
わ
市
引
田
二
六
六
一
番
地
二
九
の
清
船
豊
志
及
び
東
か
が
わ

市
水
主
四
二
一
六
番
地
二
の
大
森
修
仁
か
ら
提
起
さ
れ
た
平
成
十
五
年
十
月
二
十
六
日
執
行
の
東
か
が
わ

市
の
議
会
の
解
散
投
票
に
お
け
る
投
票
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
当
委
員
会
は
、
平

成
十
五
年
十
一
月
十
四
日
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
第
八
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
さ
れ
る
公
職
選
挙
法
第
二
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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右
審
査
申
立
人
か
ら
、
平
成
十
五
年
十
一
月
四
日
付
け
で
提
起
さ
れ
た
平
成
十
五
年
十
月
二
十
六
日
執

行
の
東
か
が
わ
市
の
議
会
の
解
散
投
票
に
お
け
る
投
票
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
当

委
員
会
は
次
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

主

文

本
件
審
査
の
申
立
て
を
棄
却
す
る
。

審
査
の
申
立
て
の
要
旨

審
査
申
立
人
（
以
下
「
申
立
人
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
十
五
年
十
月
二
十
六
日
執
行
の
東
か
が
わ
市

の
議
会
の
解
散
投
票
に
お
け
る
投
票
（
以
下
「
本
件
投
票
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
投
票
の
効
力
に
つ
い

て
、
同
年
十
月
二
十
七
日
東
か
が
わ
市
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
市
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
対
し
異

議
の
申
出
を
し
た
と
こ
ろ
、
市
委
員
会
は
同
年
十
月
三
十
一
日
こ
の
異
議
の
申
出
を
棄
却
す
る
旨
の
決
定

を
し
た
。

申
立
人
は
、
こ
の
決
定
を
不
服
と
し
て
、
当
委
員
会
に
対
し
、
市
委
員
会
の
決
定
を
取
り
消
し
、
本
件

投
票
が
無
効
で
あ
る
と
の
裁
決
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
審
査
申
立
書
の
内
容
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

本
件
投
票
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
自
治
法
」
と
い
う
。
）

第
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
執
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
議
会
の
解
散
請
求
は
、
直
接
民

主
主
義
に
基
づ
く
住
民
自
治
の
徹
底
を
期
す
た
め
に
特
別
に
定
め
ら
れ
た
規
定
で
あ
っ
て
、
そ
の
請
求

に
は
、
正
当
又
は
相
当
な
理
由
が
必
要
で
あ
る
等
一
定
の
制
限
が
あ
る
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

本
件
投
票
は
、
東
か
が
わ
市
議
会
議
員
の
任
期
を
、
合
併
に
伴
い
二
年
間
延
長
し
た
こ
と
を
不
服
と

し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
延
長
は
、
住
民
も
参
加
し
た
合
併
協
議
会
に
お
い
て
法
的
に
有

効
に
成
立
し
た
合
併
協
定
書
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
事
項
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
理
由
と
す
る
議
会
の
解
散

請
求
を
認
め
る
と
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
号
。
以
下
「
合

併
特
例
法
」
と
い
う
。
）
の
範
囲
内
で
正
当
に
認
め
ら
れ
た
二
年
間
の
任
期
延
長
を
事
実
上
無
効
に
す

る
こ
と
と
な
り
、
不
当
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
を
理
由
と
す
る
議
会
の
解
散
請
求
は
正
当
な
理
由
を

欠
き
、
で
き
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

二

自
治
法
第
七
十
九
条
は
、
一
般
選
挙
の
あ
っ
た
日
か
ら
一
年
間
は
解
散
の
請
求
が
で
き
な
い
と
規
定

し
て
お
り
、
こ
の
規
定
の
立
法
趣
旨
は
、
議
会
の
解
散
請
求
の
濫
用
に
よ
っ
て
一
旦
行
っ
た
選
挙
の
結

果
を
覆
し
、
議
会
及
び
議
員
全
体
の
地
位
を
不
安
定
に
す
る
こ
と
か
ら
一
定
の
制
限
を
定
め
た
も
の
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
法
的
安
定
性
の
見
地
か
ら
、
住
民
の
意
思
を
問
う
て
か
ら
一
年
間
は
解
散
請
求
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を
で
き
な
い
と
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

東
か
が
わ
市
は
、
住
民
も
参
加
し
た
合
併
協
議
会
に
お
い
て
締
結
さ
れ
た
合
併
協
定
書
に
よ
り
、
本

年
四
月
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
成
立
に
は
、
住
民
の
意
思
も
含
ま
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で

あ
り
、
住
民
の
意
思
を
問
う
て
か
ら
一
年
間
は
解
散
請
求
を
で
き
な
い
と
し
て
い
る
同
条
の
立
法
趣
旨

に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
同
条
を
適
用
又
は
準
用
し
て
本
件
投
票
は
無
効
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で

あ
る
。

裁

決

の

理

由

当
委
員
会
は
、
こ
の
審
査
の
申
立
て
を
受
理
し
、
慎
重
に
審
理
し
た
。

本
件
投
票
は
、
自
治
法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
職
選
挙
法（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。

以
下
「
公
選
法
」
と
い
う
。
）
中
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
に
関
す
る
規
定
を
準
用
し
て
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
審
査
申
立
て
に
つ
い
て
も
、
原
則
と
し
て
公
選
法
の
規
定
が
準
用
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
申
立
人
の
主
張
す
る
審
査
申
立
て
の
理
由
に
つ
い
て
、
本
件
投
票
が
無
効
と
さ
れ
る
場
合
に
該

当
す
る
か
否
か
検
討
す
る
。

一

申
立
理
由
一
に
つ
い
て

東
か
が
わ
市
議
会
の
議
員
の
在
任
に
関
す
る
特
例
（
以
下
「
在
任
特
例
」
と
い
う
。
）
は
、
議
員
及

び
行
政
関
係
者
並
び
に
地
域
の
有
識
者
等
を
構
成
員
と
す
る
合
併
協
議
会
で
協
議
さ
れ
、
合
意
に
至
っ

た
後
、
合
併
特
例
法
第
七
条
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
八
項
に
よ
り
、
合
併
関
係
町
の
議
会

の
議
決
を
経
て
、
最
終
的
に
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
在
任
特
例
は
、
任
期
満
了
前
に
お
け
る
議
員

の
身
分
の
喪
失
が
自
主
的
な
合
併
の
推
進
に
当
た
っ
て
障
害
と
な
る
こ
と
等
に
鑑
み
て
設
け
ら
れ
た
措

置
で
あ
る
が
、
合
併
市
町
村
に
お
い
て
選
挙
を
行
わ
ず
に
議
員
の
在
任
を
認
め
る
極
め
て
例
外
的
な
措

置
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
制
度
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
住
民
の
意
向
を
十
分
配
慮
し
、
こ
の
特
例

制
度
を
採
用
す
る
必
要
性
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
在
任
期
間
の
決
定
に
つ
い
て
も
合
併
関
係
自
治

体
の
議
会
の
議
員
の
残
任
期
間
と
の
均
衡
に
も
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
合
併
特
例
法
は
、
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
、
自
治
法
第
九
十
一
条
の
市
町
村
議
会
の
議
員

の
定
数
に
関
す
る
特
例
と
し
て
「
合
併
関
係
市
町
村
の
協
議
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
期
間
に
限
り
、
引

き
続
き
合
併
市
町
村
の
議
会
の
議
員
と
し
て
在
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
の
み
で

あ
っ
て
、
他
に
議
会
の
解
散
の
請
求
に
つ
い
て
特
例
を
定
め
た
規
定
は
、
同
法
中
に
は
存
在
し
な
い
。

す
な
わ
ち
、
合
併
特
例
法
は
、
合
併
関
係
市
町
村
の
住
民
の
理
解
を
得
た
上
で
、
協
議
し
、
議
会
の
議

決
を
経
て
在
任
特
例
の
適
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
の
み
で
あ
っ
て
、
自
治
法
で
規
定

す
る
議
会
の
解
散
請
求
の
適
用
を
排
除
し
て
ま
で
も
議
員
の
任
期
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
。

次
に
、
議
会
と
は
、
住
民
の
う
ち
か
ら
選
挙
さ
れ
た
議
員
を
そ
の
基
本
的
な
構
成
員
と
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
日
本
国
憲
法
は
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
つ
い
て
は
、
議
員
の
全
員
が
住
民
の
直
接
選
挙

に
よ
る
も
の
と
定
め
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
地
方
行
政
の
民
主
的
運
営
は
、
代
表
民
主
制
の
方

式
に
よ
る
こ
と
を
適
当
と
し
、
住
民
は
、
選
挙
を
通
し
て
間
接
に
地
方
行
政
に
参
与
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
住
民
自
治
の
実
現
を
は
か
る
に
は
、
こ
の
方
式
の
み
で
は
十
分
で
は
な
い
場
合
も

あ
り
う
る
の
で
、
自
治
法
は
、
補
完
的
に
住
民
が
直
接
に
地
方
行
政
に
参
加
で
き
る
途
を
開
き
、
住
民

自
治
の
徹
底
を
期
す
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
と
に
、
代
表
民
主
制
の
方
式
に
よ
る
地
方
行
政
の
運
営
が

住
民
の
意
思
に
反
す
る
状
態
に
陥
っ
た
場
合
な
ど
に
は
、
住
民
に
直
接
そ
の
意
思
を
表
明
す
る
手
段
を

与
え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
代
表
民
主
制
に
伴
う
欠
陥
を
是
正
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

自
治
法
第
七
十
六
条
は
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨
に
基
づ
き
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
全
体
と
し
て

の
議
会
の
行
動
が
住
民
の
意
思
か
ら
遊
離
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
解
散
請
求
の
原
因
で
あ
り
、
そ
れ
以

上
に
具
体
的
な
理
由
を
求
め
た
り
、
当
該
理
由
に
よ
っ
て
解
散
請
求
を
制
限
す
る
趣
旨
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
本
条
に
お
い
て
は
、
解
散
請
求
を
具
体
的
な
理
由
に
よ
っ
て
制
限
す
る
旨
の
文
言
は
存
在

せ
ず
、
在
任
特
例
期
間
中
と
言
え
ど
も
本
条
の
例
外
と
は
な
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
在
任

特
例
期
間
中
の
解
散
請
求
は
で
き
な
い
と
の
申
立
人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。

二

申
立
理
由
二
に
つ
い
て

自
治
法
第
七
十
九
条
は
、
議
会
解
散
請
求
権
行
使
の
制
限
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
議
会
の
解
散
請

求
は
、
そ
の
一
般
選
挙
の
あ
っ
た
日
か
ら
一
年
間
及
び
解
散
の
投
票
の
あ
っ
た
日
か
ら
一
年
間
は
こ
れ

を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
旨
定
め
て
い
る
。
こ
の
趣
旨
は
、
議
会
解
散
請
求
権
の
濫
用
を
防
止
す
る
法

意
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
住
民
の
参
政
権
の
間
の
調
整
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
住
民
の
多
数

で
選
挙
し
た
議
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
議
会
を
短
期
間
の
う
ち
に
直
接
請
求
に
よ
り
解
散
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
と
す
る
こ
と
は
、
適
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
条
に
い
う
一
般
選
挙
と
は
、
公
選
法
第
三
十
三
条
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
定
数

の
全
員
に
つ
い
て
行
う
選
挙
を
い
う
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
条
は
あ
く
ま
で
も
、
議
員
定
数

全
員
に
係
る
選
挙
が
あ
っ
た
場
合
等
の
制
限
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
合
併
特
例
法
に
よ

る
在
任
特
例
は
一
般
選
挙
が
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、よ
っ
て
、本
条
を
適
用
又
は
準
用
し
た
結
果
、

本
件
投
票
は
無
効
で
あ
る
と
い
う
申
立
人
の
主
張
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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三

以
上
の
結
果
、
本
件
投
票
を
無
効
と
す
る
申
立
人
の
主
張
に
は
い
ず
れ
も
理
由
が
な
く
、
市
委
員
会

が
申
立
人
に
よ
る
異
議
の
申
出
を
棄
却
し
た
こ
と
は
結
論
に
お
い
て
正
当
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
当
委
員
会
は
主
文
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
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日
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選
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